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防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
防
衛
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
十
五
万
二
百
四
十
五
人
」
を
「
十
四
万
九
千
七
百
六
十
七
人
」
に
、
「
四
万
五
千
四
百
十
四
人
」
を
「
四
万

五
千
四
百
五
十
二
人
」
に
、
「
四
万
六
千
九
百
七
十
六
人
」
を
「
四
万
七
千
七
人
」
に
、
「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を

「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
千
七
百
三
十
二
人
」
を
「
二
千
百
九
十
三
人
」
に
、
「
三
百
九
十
四

人
」
を
「
三
百
四
十
三
人
」
に
、
「
四
百
七
人
」
を
「
四
百
六
人
」
に
改
め
る
。

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
共
同
の
部
隊
（
第
二
十
一
条
の
二
）
」
を
「
共
同
の
部
隊
の
組
織
及
び
編
成
（
第
二
十
一
条
の
二
・
第
二
十
一

条
の
三
）
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
三
項
中
「
そ
の
他
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
関
し
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
の
一
体
的
運
用
」
を
「
、
第
百
条

の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
国
賓
等
の
輸
送
、
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
の
う
ち
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運
用
に
係
る
も
の
そ
の
他
の
自
衛
隊
の
運
用
に
関
し
、
陸
上
自
衛
隊
の
部
隊
の
円
滑
な
任
務
遂
行
」
に
、
「
の
指
揮
下
に
置

く
」
を
「
に
一
部
指
揮
さ
せ
る
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
四
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
節

共
同
の
部
隊
の
組
織
及
び
編
成

第
二
十
一
条
の
二
に
見
出
し
と
し
て
「
（
編
成
）
」
を
付
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
」
を
「
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
陸
上
自

衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
又
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
共
同
の
部
隊
と
し
て
統
合
作
戦
司
令
部
を
置
く
。

第
三
章
第
四
節
中
第
二
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
統
合
作
戦
司
令
官
）

第
二
十
一
条
の
三

統
合
作
戦
司
令
部
の
長
は
、
統
合
作
戦
司
令
官
と
す
る
。

２

統
合
作
戦
司
令
官
は
、
防
衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
統
合
作
戦
司
令
部
の
隊
務
を
統
括
す
る
。

３

防
衛
大
臣
は
、
第
六
章
に
規
定
す
る
行
動
、
第
百
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
国
賓
等
の
輸
送
、
防
衛
省
設
置
法
第
四
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条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
の
う
ち
運
用
に
係
る
も
の
そ
の
他
の
自
衛
隊
の
運
用
に
関
し
、
統
合
運

用
に
よ
る
円
滑
な
任
務
遂
行
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
衛
隊
の
部
隊
の
全
部
又
は
一
部
を
統
合
作
戦
司
令
官
に

一
部
指
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
八
条
中
「
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
統
合
作
戦
司
令
官
、
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
二
の
前
の
見
出
し
、
同
条
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
自
衛
官
以
外
の
」
を

削
る
。

第
三
十
六
条
の
五
中
「
（
自
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
削
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
及
び
空
士
長
等
」
を
「
、
空
士
長
等
及
び
第
三
十
六
条
の
二
各
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め

て
採
用
さ
れ
た
自
衛
官
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
三
年
」
の
下
に
「
（
そ
の
任
用
期
間
が
満
了
し
た
時
に
年
齢
六
十
二
年
に
達
し
て
い
る
者
に
あ

つ
て
は
、
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
防
衛
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
）
」
を
加
え
る
。

第
七
十
五
条
の
八
中
「
「
予
備
自
衛
官
に
」
」
を
「
「
年
齢
六
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
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よ
り
階
級
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
年
齢
か
ら
三
年
を
減
じ
た
年
齢
」
と
、
「
予
備
自
衛
官
に
」
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
の
十
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
一
年
」
を
「
二
年
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
四
号
中
「
又
は
イ
ン
ド
」
を
「
、
イ
ン
ド
又
は
ド
イ
ツ
」
に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
第
一
項
中
「
自
衛
官
」
の
下
に
「
（
主
と
し
て
海
に
お
い
て
行
動
す
る
共
同
の
部
隊
の
使
用
す
る
船
舶
に
乗

り
組
ん
で
い
る
三
等
陸
曹
、
三
等
海
曹
又
は
三
等
空
曹
以
上
の
自
衛
官
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
海
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
」
の
下
に
「
（
主
と
し
て
海
に
お
い
て
行
動
す
る
共
同
の
部
隊
の
使
用
す
る

船
舶
に
乗
り
組
ん
で
い
る
自
衛
官
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
九
十
八
条
第
一
項
中
「
（
大
学
院
を
含
む
。
）
に
在
学
す
る
学
生
」
を
「
（
短
期
大
学
及
び
大
学
院
を
含
む
。
）
、
高

等
専
門
学
校
若
し
く
は
専
修
学
校
又
は
こ
れ
ら
の
学
校
に
相
当
す
る
外
国
の
学
校
に
在
学
す
る
学
生
又
は
生
徒
」
に
、
「
専

攻
し
、
」
を
「
現
に
専
攻
し
、
又
は
専
攻
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
、
学
士
、
修
士
若
し
く
は
博
士
の
学
位
（
同
法
第
百

四
条
に
規
定
す
る
学
位
を
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
取
得
し
、
」
に
改
め

る
。
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第
百
条
の
十
七
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
ド
イ
ツ
軍
隊
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
）

第
百
条
の
十
八

防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
ド
イ
ツ
軍
隊
（
ド
イ
ツ
の
軍
隊
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
要
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
自
衛
隊
の
任
務
遂
行
に
支
障
を
生
じ
な
い
限
度

に
お
い
て
、
当
該
ド
イ
ツ
軍
隊
に
対
し
、
自
衛
隊
に
属
す
る
物
品
の
提
供
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

自
衛
隊
及
び
ド
イ
ツ
軍
隊
の
双
方
の
参
加
を
得
て
行
わ
れ
る
訓
練
に
参
加
す
る
ド
イ
ツ
軍
隊
（
重
要
影
響
事
態
に
際

し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
衆
国

軍
隊
等
に
該
当
す
る
ド
イ
ツ
軍
隊
、
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の

行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
外
国
軍
隊
に
該
当
す
る
ド
イ
ツ
軍

隊
及
び
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関

す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
該
当
す
る
ド
イ
ツ
軍
隊
を
除
く
。
次
号
及
び
第
四

号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

自
衛
隊
の
部
隊
が
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
海
賊
対
処
行
動
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
隊
と
共
に
現
場

https://e-laws2.kudan.hq.admix.go.jp/document?lawid=411AC0000000060#Mp-At_3-Pr_1-It_1
https://e-laws2.kudan.hq.admix.go.jp/document?lawid=411AC0000000060#Mp-At_3-Pr_1-It_1
https://e-laws2.kudan.hq.admix.go.jp/document?lawid=416AC0000000113#Mp-At_2-Pr_1-It_7
https://e-laws2.kudan.hq.admix.go.jp/document?lawid=416AC0000000113#Mp-At_2-Pr_1-It_7
https://e-laws2.kudan.hq.admix.go.jp/document?lawid=427AC0000000077#Mp-At_3-Pr_1-It_1
https://e-laws2.kudan.hq.admix.go.jp/document?lawid=427AC0000000077#Mp-At_3-Pr_1-It_1
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に
所
在
し
て
当
該
海
賊
対
処
行
動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
ド
イ
ツ
軍
隊

三

天
災
地
変
そ
の
他
の
災
害
に
際
し
て
、
政
府
の
要
請
に
基
づ
き
災
害
応
急
対
策
の
た
め
の
活
動
を
行
う
ド
イ
ツ
軍
隊

で
あ
つ
て
、
第
八
十
三
条
第
二
項
又
は
第
八
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
部
隊
等
と
共
に
現
場
に
所
在
す

る
も
の

四

自
衛
隊
の
部
隊
が
第
八
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
機
雷
そ
の
他
の
爆
発
性
の
危
険
物
の
除
去
及
び
こ
れ
ら
の
処
理
を

行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
隊
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
こ
れ
ら
の
活
動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
ド
イ
ツ
軍
隊

五

部
隊
等
が
第
八
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
に
お
け
る
緊
急
事
態
に
際
し
て
同
項
の
保
護
措
置
を
行
う
場

合
又
は
第
八
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
に
お
け
る
緊
急
事
態
に
際
し
て
同
項
の
邦
人
の
輸
送
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
当
該
部
隊
等
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
当
該
保
護
措
置
又
は
当
該
輸
送
と
同
種
の
活
動
を
行
う
ド
イ
ツ
軍

隊
六

部
隊
等
が
第
八
十
四
条
の
五
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
国
際
緊
急
援
助
活
動
又
は
当
該
活
動
を
行
う
人
員
若
し
く

は
当
該
活
動
に
必
要
な
物
資
の
輸
送
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
災
害
に
対
処
す
る
た
め
に
当
該
部
隊
等
と
共
に

現
場
に
所
在
し
て
こ
れ
ら
の
活
動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
ド
イ
ツ
軍
隊
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七

自
衛
隊
の
部
隊
が
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
外
国
の
軍
隊
の
動
向
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
我
が
国
の
防
衛
に
資
す

る
情
報
の
収
集
の
た
め
の
活
動
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
隊
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
当
該
活
動
と
同
種
の
活

動
を
行
う
ド
イ
ツ
軍
隊

八

連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常
的
な
活
動
（
訓
練
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
、
航
空
機
、
船
舶
又
は
車

両
に
よ
り
本
邦
内
に
あ
る
自
衛
隊
の
施
設
に
到
着
し
て
一
時
的
に
滞
在
す
る
ド
イ
ツ
軍
隊

九

連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常
的
な
活
動
の
た
め
、
航
空
機
、
船
舶
又
は
車
両
に
よ
り
ド
イ
ツ
内
に
あ
る
ド
イ
ツ
軍
隊
の

施
設
に
到
着
し
て
一
時
的
に
滞
在
す
る
部
隊
等
と
共
に
現
場
に
所
在
し
、
連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常
的
な
活
動
を
行
う

ド
イ
ツ
軍
隊

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
ド
イ
ツ
軍
隊
か
ら
要
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
自
衛
隊
の
任
務
遂
行
に
支
障
を
生

じ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
防
衛
省
の
機
関
又
は
部
隊
等
に
、
当
該
ド
イ
ツ
軍
隊
に
対
す
る
役
務
の
提
供
を
行
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
衛
隊
に
属
す
る
物
品
の
提
供
及
び
防
衛
省
の
機
関
又
は
部
隊
等
に
よ
る
役
務
の
提
供
と
し
て

行
う
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ド
イ
ツ
軍
隊
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
ド
イ
ツ
軍
隊

補
給
、
輸
送
、
修
理
若
し
く
は
整
備
、
医
療
、
通
信
、
空
港
若
し
く
は
港

湾
に
関
す
る
業
務
、
基
地
に
関
す
る
業
務
、
宿
泊
、
保
管
、
施
設
の
利
用
又
は
訓
練
に
関
す
る
業
務
（
こ
れ
ら
の
業
務

に
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

二

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
ド
イ
ツ
軍
隊

補
給
、
輸
送
、
修
理
若
し
く
は
整
備
、
医
療
、
通
信
、

空
港
若
し
く
は
港
湾
に
関
す
る
業
務
、
基
地
に
関
す
る
業
務
、
宿
泊
、
保
管
又
は
施
設
の
利
用
（
こ
れ
ら
の
業
務
に
そ

れ
ぞ
れ
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

４

第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
の
提
供
に
は
、
武
器
の
提
供
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
ド
イ
ツ
軍
隊
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
伴
う
手
続
）

第
百
条
の
十
九

こ
の
法
律
又
は
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
軍
隊
に
対
し
、
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た

者
が
自
衛
隊
に
属
す
る
物
品
の
提
供
を
実
施
す
る
場
合
及
び
防
衛
省
の
機
関
又
は
部
隊
等
が
役
務
の
提
供
を
実
施
す
る
場

合
に
お
け
る
決
済
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

政
府
と
の
間
の
協
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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第
百
九
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
船
舶
安
全
法
、
」
を
「
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
、
」

に
改
め
、
「
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
」
を
加
え
、
「
海
上
自
衛

隊
（
防
衛
大
学
校
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
自
衛
隊
」
に
改
め
、
「
使
用
す
る
船
舶
」
の
下
に

「
（
水
陸
両
用
車
両
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
百
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中

「
海
上
自
衛
隊
の
」
を
「
自
衛
隊
の
使
用
す
る
船
舶
の
う
ち
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
陸

上
自
衛
隊
の
使
用
す
る
船
舶
又
は
海
上
自
衛
隊
」
及
び
「
陸
上
自
衛
隊
又
は
海
上
自
衛
隊
」
を
「
自
衛
隊
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
百
十
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
四
十
九
号
）
」
を
加
え
、
「
海
上
自
衛
隊
」
を
「
自
衛
隊
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
百
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
陸
上
自
衛
隊
の
使
用
す
る
船
舶
及
び
海
上
自
衛
隊
」
を
「
自
衛
隊
」
に
改
め

る
。

「

舞
鶴
地
方
隊

舞
鶴
地
方
総
監
部

舞
鶴
市

別
表
第
二
中

を
「

舞
鶴
地
方
隊

舞
鶴
地
方
総
監
部

舞
鶴
市

」

大
湊
地
方
隊

大
湊
地
方
総
監
部

む
つ
市

」
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に
改
め
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
事
務
官
等
の
う
ち
」
を
削
り
、
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
で
あ
る
事
務
官
等
」
を
加
え
、
同
条
第
五

項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
任
期
付
職
員
で
あ
る
自
衛
官
に
は
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給

与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
に
定
め
る
額
の
俸
給
を
支
給
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
自
衛
官
（
」
の
下
に
「
特
定
任
期
付
職
員
で
あ
る
自
衛
官
及
び
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
特
定
任
期
付
職
員
」
の
下
に
「
で
あ
る
事
務
官
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

防
衛
大
臣
は
、
特
定
任
期
付
職
員
で
あ
る
自
衛
官
に
つ
い
て
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及

び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
に
掲
げ
る
号
俸
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
第
四
条
第
五
項
及
び
こ

の
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
そ
の
俸
給
月
額
を
同
表
に
掲
げ
る
七
号
俸
の
俸
給
月
額
に
そ
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の
額
と
同
表
に
掲
げ
る
六
号
俸
の
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
一
か
ら
の
各
整
数
を
順
次
乗
じ
て
得
ら
れ
る
額
を
加
え
た
額
の

い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
額
（
別
表
第
二
の
陸
将
、
海
将
及
び
空
将
の
欄
の
八
号
俸
の
額
未
満
の
額
に
限
る
。
）
又
は
同
欄

の
八
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
中
「
）
及
び
」
を
「
）
、
第
十
八
条
、
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
及
び
前
条
」
を

加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
受
け
な
か
つ
た
者
」
の
下
に
「
（
特
定
任
期
付
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
イ
ン
ド
」
を
「
、
イ
ン
ド
又
は
ド
イ
ツ
」
に
改
め
る
。

（
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
一
条
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
協
力
等
」
の
下
に
「
又
は
装
備
品
等
（
装
備
品
、
船
舶
、
航
空
機
及

び
需
品
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
共
同
開
発
等
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
」
を
「
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
一
号

を
第
十
四
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

八

装
備
品
等
の
共
同
開
発
事
業
等
の
管
理
、
調
整
及
び
実
施

九

前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
に
必
要
な
交
渉
若
し
く
は
調
整
、
調
査
若
し
く
は
研
究
又
は
訓
練

十

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
管
理

（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
海
上
自
衛
隊
」
の
下
に
「
（
主
と
し
て
海
に
お
い
て
行
動
す
る
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

共
同
の
部
隊
（
第
十
八
条
に
お
い
て
「
共
同
の
部
隊
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
次
条
第
六
号
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十

七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。
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第
十
八
条
中
「
自
衛
官
」
の
下
に
「
（
共
同
の
部
隊
の
使
用
す
る
船
舶
に
乗
り
組
ん
で
い
る
三
等
陸
尉
、
三
等
海
尉
又
は

三
等
空
尉
以
上
の
自
衛
官
を
含
む
。
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

（
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
自
衛
官
」
の
下
に
「
（
主
と
し
て
海
に
お
い
て
行
動
す
る
自
衛
隊
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
共
同
の
部
隊
の
使
用
す
る
船
舶
に
乗
り
組
ん
で
い
る
三
等
陸
曹
、
三
等
海
曹
又
は
三
等
空
曹
以
上
の
自
衛
官
を
含

む
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
自
衛
隊
法
第
七
十
五
条
の
十
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
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定

公
布
の
日

二

第
二
条
中
自
衛
隊
法
第
八
十
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
条
の
十
七

の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
の
規
定

日
本
国
の
自
衛
隊
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
軍
隊
と
の
間
に

お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生

の
日

三

第
二
条
中
自
衛
隊
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
七
十
五
条
の
八
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日

四

第
二
条
中
自
衛
隊
法
第
三
十
六
条
の
二
の
前
の
見
出
し
、
同
条
、
第
三
十
六
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
の

改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
六
条
の
五
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
の
規
定

令
和
六
年
十
月
一
日

（
予
備
自
衛
官
又
は
即
応
予
備
自
衛
官
の
任
用
期
間
の
延
長
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
衛
隊
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
自
衛
隊
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
八
条
第
二
項
（
新
自
衛
隊
法
第
七
十
五
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
当
該
改
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正
規
定
の
施
行
の
日
前
に
自
衛
隊
法
第
六
十
八
条
第
三
項
（
同
法
第
七
十
五
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
任
用
期
間
を
延
長
さ
れ
、
当
該
施
行
の
日
以
後
に
そ
の
延
長
さ
れ
た
任
用
期
間
が
満
了
す
る
予
備
自
衛
官
又

は
即
応
予
備
自
衛
官
に
は
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
船
舶
内
並
び
に
陸
上
自
衛
隊
」
を
「
船
舶
及
び
自
衛
隊
」
に
改
め
、
「
及
び
海
上
自
衛
隊
の

使
用
す
る
船
舶
」
を
削
る
。

（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
五
条
第
一
項
第
三
号
ニ
中
「
第
四
条
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。
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理

由

自
衛
隊
の
任
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
自
衛
官
定
数
の
変
更
、
統
合
作
戦
司
令
部
の
新
設
を
含
む
自
衛
隊
の
組
織
の

改
編
、
任
期
を
定
め
た
自
衛
官
の
採
用
を
含
む
自
衛
官
等
の
人
材
確
保
の
た
め
の
制
度
の
導
入
及
び
拡
大
、
日
本
国
の
自
衛
隊

と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
政
府
と
の
間
の
協
定
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
関
す
る
規
定
の
整
備
、
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員

の
業
務
の
追
加
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


